
応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建
ᴷ
ᴷ
祇
園
会
の
中
断
と
再
興
を
め
ぐ
っ
て
ᴷ
ᴷ

倉

田

尚

明

は
じ
め
に

本
稿
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
を
境
に
中
断
し
、
そ
の
後
に
再
興
さ
れ
る
祇
園

御
霊
会
（
以
下
、
祇
園
会
と
表
記
す
る
）
に
関
し
て
祇
園
社
の
動
向
を
中
心
に
考

察
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
。

中
世
京
都
で
行
わ
れ
て
い
た
祇
園
会
は
、
室
町
期
に
入
る
と
、
御
霊
信
仰
に

も
と
づ
く
祭
礼
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
山
鉾
巡
行
の
充
実
化
な
ど
、
華
麗
な

祭
礼
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
ま
た
、
将
軍
に
よ
る
見
物
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
公

権
力
に
よ
る
関
与
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
の
研
究①
で
も
、
祇

園
会
の
政
治
的
な
役
割
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
祇
園
会
の
再
興

に
関
し
て
も
武
家
政
権
の
政
策
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
早
島
大
祐

氏②
は
、
乱
後
の
社
会
状
況
に
注
目
し
、
京
都
に
お
け
る
御
霊
信
仰
の
高
ま
り
が
、

祇
園
会
再
興
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
加
え
て
、
室
町
幕
府
に
よ

る
関
与
の
前
提
に
、
祇
園
社
の
意
向
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
早
島
氏
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
的
な
政
策
と
し
て
の
み
評
価
さ

れ
て
い
た
祇
園
会
の
再
興
を
、
当
時
の
社
会
状
況
か
ら
見
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

早
島
氏
の
研
究
に
よ
り
、
幕
府
に
よ
る
関
与
だ
け
で
は
な
く
、
祇
園
社
側
か
ら

の
検
討
が
可
能
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
祇
園
社
側
の
働
き
か
け
や
具
体
的
な
動
向
に
つ
い
て
は
、
未
解
明

な
点
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
祇
園
社
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
て
、
初
め
て
祇
園

社
の
祇
園
会
再
興
に
お
け
る
役
割
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
祇
園
会
再
興
に
至
る
ま
で
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
、

双
方
の
関
連
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
武
家
政
権
に

よ
る
政
策
と
し
て
の
み
の
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
寺
社
の
動
向
と
し
て
の
評
価

に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。

次
に
、
本
稿
の
視
角
と
な
る
祇
園
社
の
再
建
に
関
わ
る
研
究
を
概
観
し
、
本

稿
で
検
討
し
て
い
く
課
題
を
示
し
て
い
く
。

祇
園
社
の
再
建
に
関
し
て
は
、
本
願
職
に
つ
い
て
検
討
し
た
加
藤
基
樹
氏③
に

よ
る
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
氏
は
、
祇
園
社
の
修
造
に
関
わ
る
本
願

の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
祇
園
社
の
再
建
を
通
じ
て
創
出
さ

れ
た
本
願
職
が
、
祇
園
社
内
部
の
近
世
的
な
展
開
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
し
か

し
、
加
藤
氏
の
研
究
は
、
本
願
の
成
立
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
文
明
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年
間
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
で
検
討

す
る
祇
園
会
と
の
関
係
に
関
し
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
戦
国
期
の
祇

園
社
の
状
況
を
知
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
祇
園
会
の
再
興

と
祇
園
社
の
再
建
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
小
谷
量
子
氏④
の
研
究
が
重
要
で
あ

る
。
小
谷
氏
は
、
幕
府
が
祇
園
会
再
興
を
推
し
進
め
た
背
景
に
、
祇
園
社
の
再

建
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
明
応
元
（
一
四

九
二
）
年
の
遷
宮
の
際
、
幕
府
か
ら
の
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
祇
園
社
の
再
建
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
形
で
、
幕
府
は
祇
園
会
を

再
興
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
。
現
在
の
研
究
で
は
、
祇
園
会
の
再
興
を
幕

府
に
よ
る
政
策
と
し
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、
祇
園
社
の
存
在
に
関
し
て
は
検
討

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
祇
園
社
の
再
建
と
の
関
連
に
注
目
し
た
小
谷
氏

も
、
結
局
は
乱
後
の
京
都
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
幕
府
側
の
意
図
を
強
調
し
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
祇
園
会
の
再
興
は
、
幕
府
や
細
川
政
元
な
ど
、
当
該
期
の

武
家
が
主
体
と
な
り
、
行
わ
れ
た
と
す
る
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
武

家
か
ら
の
祇
園
会
へ
の
具
体
的
な
援
助
を
裏
付
け
る
史
料
は
な
く
、
実
際
に
祇

園
会
を
主
導
し
て
い
た
の
は
祇
園
社
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
再
興
主
体
は
武
家

で
あ
っ
て
も
、
祭
礼
を
担
っ
て
い
た
の
は
祇
園
社
に
属
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
前
後
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検

討
し
、
祇
園
会
の
再
興
と
祇
園
社
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
こ
れ

ま
で
の
武
家
側
か
ら
の
研
究
に
対
し
、
祇
園
社
側
か
ら
の
視
点
で
検
討
を
加
え

る
こ
と
に
よ
り
、
祇
園
会
再
興
の
多
角
的
な
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
次
章
で
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
中
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検
討

し
、
祇
園
会
の
中
断
と
再
興
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

第
一
章

応
仁
・
文
明
の
乱
と
祇
園
社

第
一
節

祇
園
会
の
中
断

祇
園
会
の
中
断
に
関
し
て
は
、
応
仁
元
（
一
四
六
七
）
年
六
月
七
日⑤
か
ら
三

十
余
年
の
中
断
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
点
で
の
み
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
要
因
も
応
仁
元
年
と
い
う
時
期
か
ら
、
戦
乱
に
よ
る
影
響
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
祇
園
会
の
中
断
に
関
す
る
具
体
的
な
検
討
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、

不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
応
仁
元
年
と
い
う
時
期
で
の
中
断
は
戦

乱
に
よ
る
影
響
と
の
関
連
性
が
推
察
さ
れ
る
が
、
乱
勃
発
以
前
に
目
を
向
け
て

み
る
と
、
祇
園
会
の
中
断
と
祇
園
社
の
密
接
な
関
係
が
み
ら
れ
る
。
結
論
か
ら

言
う
と
、
祇
園
会
が
中
断
し
た
要
因
は
戦
乱
の
影
響
で
は
な
く
、
山
門
並
び
に

祇
園
社
内
部
の
問
題
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず

応
仁
・
文
明
の
乱
勃
発
直
前
の
祇
園
社
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

中
断
前
最
後
の
祇
園
会
は
、
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
六
月
七
日⑥
に
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
文
正
元
年
か
ら
応
仁
元
年
の
間
に
祇
園
会
中
断
の

要
因
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
そ
の
間
で
祇
園
会
の
中
断
に
関
係
す
る

事
柄
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
祇
園
社
の
社
殿
焼
失
で
あ
る
。
次
に

あ
げ
る
史
料
は
、
社
殿
焼
失
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】⽝
親
長
卿
記
⽞
文
正
元
年
十
二
月
十
三
日
条

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建
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綾
小
路
前
中
納
言
来
、
祇
園
社
炎
上
云
々
、
若
可
𦗺有
𥿜廃
朝
之
儀
𥾀歟

云
々
、
不
𥿜存
知
𥾀、
依
𥿜其
所
𥾀歟
之
由
返
答
了
、
去
夜
祇
園
社
炎
上
云
々
、

山
訴
之
時
節
、
不
思
議
也
、
就
𦗺其
仰
𥿜奉
行
職
事
�々�
、
就
𥿜夜
前
𥾀祇
園

社
炎
上
、
若
不
𦗺可
𦗺有
𥿜殊
儀
𥾀候
歟
、
内
々
可
𦗺被
𦗺尋
𧿁申
太
閤
𥾀候
、
謹

言
、

十
二
月
十
三
日
、

親
長
、

右
の
史
料
か
ら
、
祇
園
社
の
社
殿
が
焼
失
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

⽝
後
法
興
院
記⑦
⽞
に
は
、⽛
三
社
神
輿
同
焼
失
⽜
と
い
う
文
言
が
み
ら
れ
る
た
め
、

社
殿
焼
失
の
際
、
神
輿
も
同
じ
く
焼
失
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
神
輿

は
、
神
事
に
関
わ
る
神
輿
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
た
め
、
神
輿
の
焼
失
が
祇
園

会
の
中
断
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
祇
園
社
が
焼
失
す
る
要
因
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

【
史
料
一
】
の
傍
線
部
に
み
ら
れ
る
⽛
山
訴
時
節
⽜
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
史
料
は
、
山
訴
の
際
の
祇
園
社
の
状
況
に
つ
い
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
二
】⽝
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
⽞
文
正
元
年
十
二
月
二
十
日
条

𦂪
山
門
与
𥿜京
極
入
道
𥾀及
𥿜合
戦
𥾀之
由
有
𥿜其
聞
𥾀、
京
都
之
儀
、
大
嘗
会

以
後
雖
𥿜何
辺
𥾀可
𦗺有
𥿜大
乱
𥾀云
々
、
去
十
二
日
夜
祇
園
社
悉
以
炎
上
、

坂
本
馬
借
等
閉
籠
処
、
如
𦗺此
火
事
出
来
、
不
𦗺知
𥿜子
細
𥾀云
々
、
所
詮

為
𥿜天
下
𥾀不
𦗺可
𦗺然
事
哉
、

こ
の
史
料
か
ら
、
祇
園
社
焼
失
の
具
体
的
な
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
門
と
京
極
持
清
と
の
合
戦
の
影
響
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
坂
本
の
馬
借
が
祇
園

社
に
閉
籠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
閉
籠
は
、
中
世
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い

た
山
門
衆
徒
に
よ
る
抗
議
行
動
の
一
環⑧
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
馬
借
だ

け
で
は
な
く
、
祇
園
社
の
犬
神
人
も
参
加
し
て
い
た
こ
と⑨
を
合
わ
せ
る
と
、
祇

園
社
の
焼
失
は
、
山
訴
の
混
乱
に
よ
る
失
火
か
、
犬
神
人
や
馬
借
ら
の
抗
議
と

し
て
の
放
火
と
推
察
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
社
殿
焼
失
の
要
因
と
し
て
は
、

山
門
と
京
極
持
清
と
の
合
戦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

よ
っ
て
、
応
仁
・
文
明
の
乱
勃
発
以
前
に
祇
園
社
は
焼
失
し
て
お
り
、
そ
の

要
因
も
こ
の
乱
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
応
仁
元
年

に
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
が
始
ま
っ
た
た
め
、
祇
園
社
の
再
建
及
び
祇
園
会
の

再
興
も
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
応
仁
元
年
以
降
の
祇
園
社
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
応
仁
・
文
明
の
乱
中
の
祇
園
社
に
関
し
て
、

祇
園
会
中
断
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
検
討
が
な
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
史
料
上
か
ら
は
祇
園
社
や
祇
園
会
に
関
係
す
る

記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
次
節
で
は
、
祇
園
会
の
中
断
期
間
に
あ
た
る
乱
中
を
中

心
に
検
討
し
て
い
く
。

第
二
節

乱
中
に
お
け
る
祇
園
社
の
動
向

本
節
で
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
中
に
お
け
る
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検
討

し
、
乱
後
の
祇
園
社
の
再
建
や
祇
園
会
の
再
興
に
つ
な
が
る
事
象
に
つ
い
て
取
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り
上
げ
て
い
く
。
乱
中
に
お
け
る
祇
園
社
と
幕
府
と
の
関
係
が
乱
後
の
祇
園
社

の
復
興
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
祇
園
社
は
、
文
正
元
年
に
は
焼
失
し
て
い
た
。
社

殿
の
焼
失
後
に
は
、
足
利
義
政
に
よ
り
願
文
が
出
さ
れ
て
お
り
、
仮
社
が
造
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
あ
げ
る
史
料
が
義
政
の
願
文
で
あ
る
。

【
史
料
三
】⽛
足
利
義
政
願
文⑩
⽜
文
明
二
年
三
月
九
日

立
申
祇
園
三
所
天
王
所
願
事

一
、
造
立
遷
宮
厳
密
可
𦗺致
𥿜其
沙
汰
𥾀事

一
、
可
𦗺遂
𥿜参
社
𥾀事

右
二
ヶ
所
条
立
願
之
旨
趣
者
、
今
年
相
𧿁当
三
合
之
歳
𥾀、
加
𦗺之
出
𧿁現
重

変
之
怪
𥾀、
謹
慎
尤
無
双
也
、
就
𦗺中
兵
乱
及
𥿜歴
年
𥾀、
静
謐
期
𥿜何
日
𥾀、
朝

仰
𥿜天
道
𥾀、
夕
祈
𥿜聖
運
𥾀、
唯
願
凶
賊
忽
令
𥿜頓
滅
𥾀、
花
洛
速
属
𥿜平
安
𥾀、
微

臣
保
𥿜息
災
之
運
命
𥾀、
全
𥿜如
意
之
政
務
𥾀、
愚
息
消
災
延
命
、
而
相
𧿁叶
聖

理
之
善
政
𥾀、
一
天
安
全
、
四
海
平
定
、
諸
国
豊
穣
、
万
民
快
楽
者
、
偏
是

可
𦗺在
𥿜三
所
天
王
冥
助
𥾀、
仍
啓
白
如
𦗺件
、

文
明
二
年
三
月
九
日

准
三
后
源
朝
臣
義
政

右
の
史
料
の
傍
線
部
に
み
え
る
⽛
造
立
遷
宮
⽜
と
は
、
焼
失
後
の
仮
社
へ
の

遷
宮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
の
六
月
十
四
日
に
仮
社
が
放
火
さ

れ
て
い
る
こ
と⑪
を
踏
ま
え
る
と
、
義
政
の
願
文
の
後
に
仮
社
が
造
立
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
仮
社
へ
の
放
火
を
受
け
、
祇
園
社
側
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

同
年
八
月
四
日
に
、
祇
園
社
か
ら
幕
府
に
対
し
、
仮
社
の
勧
請
を
申
し
出
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
が
次
に
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
四
】⽛
飯
尾
肥
前
守
方
状
案⑫
⽜
文
明
二
年
八
月
四
日

社
頭
仮
殿
事
被
𥿜尋
下
𥾀候
、
御
陣
中
為
𥿜御
祈
禱
𥾀、
勧
𧿁請
当
社
𥾀令
𦗺申
候
、

仍
御
神
事
以
下
事
者
、
就
𥿜乱
世
𥾀社
頭
相
違
之
間
、
如
𦗺形
致
𥿜其
沙
汰
𥾀

候
、
以
𥿜此
旨
𥾀得
𥿜御
意
𥾀、
奉
𦗺願
𥿜御
披
露
𥾀候
、
恐
々
謹
言
、

八
月
四
日

飯
尾
(之
種
)

肥
前
守
殿

右
の
史
料
の
差
出
人
は
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
推
察
す
る
に
祇
園
社
側

の
人
物
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、⽛
御
陣
中
⽜
に
祇
園
社
の
仮
社
を
勧
請
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
祈
禱
を
名
目
と
し
て
東
軍
方
へ
接
近
し
よ
う
と
す
る
祇
園

社
側
の
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
祇
園
社
は
、
東
軍
方
と
の
関
係
を
重
視
す
る
一
方
で
、
西
軍
方
と
の

関
係
も
維
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
が
次
の
も
の
で

あ
る
。

【
史
料
五
】⽛
畠
山
義
就
禁
制⑬
⽜
文
明
二
年
六
月
日

一
、
盗
𧿁取
彼
金
像
𥾀打
𧿁催
之
𥾀、
令
𥿜沽
却
𥾀云
々
、
同
買
之
輩
事

一
、
就
𥿜勧
進
聖
身
上
𥾀、
或
号
𥿜借
物
𥾀、
或
寄
𥿜綺
於
左
右
𥾀、
成
𥿜其
煩
𥾀事

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建

一
〇
九



一
、
軍
勢
以
下
足
軽
等
濫
妨
狼
籍
事

右
条
々
堅
令
𥿜停
止
𥾀訖
、
若
於
𥿜違
犯
族
𥾀者
、
可
𦗺処
𥿜重
科
𥾀也
、
仍
下

知
如
𦗺件
、

文
明
二
年
六
月
日

(畠
山
義
就
)

右
衛
門
佐
判

右
の
禁
制
は
、
西
軍
方
の
大
名
で
あ
っ
た
畠
山
義
就
が
、
祇
園
社
に
対
し
て

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
ヵ
条
目
に
は
、
こ
の
禁
制
が
出
さ
れ
る
以
前
に
、
発

生
し
て
い
た
社
人
に
よ
る
金
像
売
却
事
件
を
受
け
、
出
さ
れ
た
項
目
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
事
件
か
ら
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
西
軍
方
と
の
関
係
が
う
か

が
え
る
。

【
史
料
六
】⽝
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
⽞
文
明
二
年
六
月
二
十
六
日
条

一
、
随
心
院
殿
之
若
狭
寺
主
相
語
、
祇
園
炎
上
以
来
、
神
体
五
条
辺
ニ
奉
𦗺

入
𦗺之
、
彼
神
体
ハ
以
𥿜全
体
黄
金
𥾀奉
𦗺鋳
𦗺之
、
牛
頭
形
体
、
希
有
本
尊

也
、
然
而
社
人
奉
𦗺砕
𦗺之
売
買
了
、
此
事
無
𥿜其
隠
𥾀之
間
、
彼
社
人
乍
𦗺

生
流
𥿜淀
河
𥾀畢
、
西
方
沙
汰
也
、
神
妙
、（
後
略
）

右
の
史
料
は
、
金
像
の
売
却
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

史
料
中
に
み
え
る
⽛
西
方
沙
汰
⽜
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
金
像
を
砕
い
て
売
買

し
た
社
人
は
、
西
軍
方
の
指
示
に
よ
り
処
罰
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
よ
っ
て
、
義
就
の
禁
制
は
、
こ
の
事
件
後
に
出
さ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き

る
。
文
明
二
（
一
四
七
〇
）
年
に
は
、
大
内
政
弘
が
西
軍
方
と
し
て
上
洛
し
て

お
り
、
そ
れ
以
降
西
軍
方
が
優
勢
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
東
軍
方
は
、
御
構
内

に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
地
域
は
西
軍
方
の
支
配
が
及
ん
で
い
た
。
そ
の
よ

う
な
戦
況
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
金
像
売
却
事
件
も
西
軍
方
の
支
配
地

域
で
起
こ
っ
て
お
り
、
禁
制
が
西
軍
方
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
当
然
の
こ

と
と
い
え
る
。

武
家
と
祇
園
社
と
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
祇

園
社
社
殿
に
関
わ
る
事
柄
に
関
し
て
は
、
東
軍
方
と
の
関
係
を
重
視
し
、
社
領

に
関
わ
る
問
題
は
、
西
軍
方
に
頼
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
十

一
月
十
九
日
に
は
、
西
軍
方
か
ら
祇
園
会
馬
上
役
を
賦
課
す
る
よ
う
祇
園
社
側

に
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
七
】⽛
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書
案⑭
⽜
文
明
二
年
十
一
月
十
九
日

祇
園
社
馬
上
銭
之
事
、
如
𥿜先
々
𥾀相
𧿁懸
之
𥾀、
一
衆
中
全
𥿜領
知
𥾀、
可
𦗺被
𦗺

専
𥿜神
用
𥾀由
被
𥿜仰
出
𥾀候
也
、
仍
執
達
如
𦗺件
、

文
明
二

十
一
月
十
九
日

重
連
判

当
社
執
行
御
房

右
の
よ
う
な
祇
園
会
費
用
の
賦
課
を
促
す
奉
書
が
出
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
祇
園
社
の
仮
社
造
営
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
祇

園
社
に
か
か
わ
る
社
殿
の
問
題
や
社
人
の
問
題
な
ど
へ
の
対
応
に
目
処
が
付
い

た
こ
と
を
受
け
て
、
西
軍
方
が
馬
上
銭
の
徴
収
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

一
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指
示
が
西
軍
方
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
馬
上
銭
の
賦
課
地
域
が
西
軍
方

に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
祇
園
社
の
勧
請
を
契
機
と
し
て
、
祇
園
会
再
興
へ
の
機

運
が
高
ま
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
続
く
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年⑮
に

は
、
下
坂
守
氏⑯
の
研
究
の
中
で
御
構
内
で
の
風
流
興
行
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

御
構
内
に
お
い
て
御
霊
会
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。

第
一
章
で
は
、
祇
園
会
の
中
断
と
乱
中
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し

て
き
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
祇
園
会
が
中
断
し
た
要
因
は
戦
乱
に
よ
る
も
の

と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回
の
検
討
に
よ
り
、
乱
前
に
社
殿
並

び
に
神
輿
が
焼
失
し
て
お
り
、
し
か
も
原
因
は
馬
借
の
閉
籠
に
よ
る
火
事
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
乱
に
よ
る
影
響
で
は
な
く
、
祇

園
社
そ
の
も
の
の
被
害
が
祇
園
会
の
中
断
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
戦
乱
が
始
ま
っ
た
中
で
、
仮
社
の
造
営
や
御
構
内
へ

の
勧
請
な
ど
、
祇
園
社
の
動
き
が
活
発
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
祇
園
会
に
関
し
て

言
え
ば
、
御
構
へ
の
勧
請
の
要
請
の
後
、
西
軍
方
の
指
示
に
よ
り
祇
園
会
馬
上

銭
を
賦
課
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
祇
園
社
社
殿
の
存
在
と
祇

園
会
の
催
行
が
不
可
分
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

乱
中
の
祇
園
社
の
動
向
と
祇
園
会
の
再
興
が
連
動
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
連
動
性
は
乱
後
ど
の
よ
う
に
現
れ
る

の
か
。
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
。

第
二
章

乱
後
の
祇
園
社
再
建
と
そ
の
周
辺

第
一
節

乱
後
の
祇
園
社
の
動
向

本
節
で
は
、
文
明
九
（
一
四
七
七
）
年
以
降
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
祇
園
社
の
再
建
と
そ
れ
に
関
わ
る
祇
園
社
の
動
向
か
ら
祇
園
会
再
興

に
関
す
る
初
見
史
料
で
あ
る
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
の
託
宣⑰
と
の
連
続
性
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
年
に
応
仁
・
文
明
の
乱
は
、
西
軍
の
諸
将
が
下
国
し
て
い
く
こ
と
で
一

応
の
終
息
を
み
る
。
そ
れ
を
契
機
に
、
馬
上
方
一
衆
が
再
興
さ
れ⑱
、
祭
礼
費
用

の
調
達
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
の
費
用
賦
課
は
う
ま
く
い
か

な
か
っ
た
よ
う
で
、
祇
園
会
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
要
因
は
、
乱
中
の
京

都
に
創
出
さ
れ
た
御
構
に
よ
っ
て
酒
屋
・
土
倉
や
住
人
な
ど
も
分
断
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
あ
る⑲
。
日
吉
小
五
月
会
馬
上
役
の
一
部
が
祇
園
会
馬
上
銭
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と⑳
を
踏
ま
え
る
と
、
祇
園
会
再
興
に
は
、
日
吉
小
五
月
会
の

再
興
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
日

吉
小
五
月
会
も
中
断
し
て
お
り
、
祇
園
会
の
再
興
も
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
祇
園
社
の
再
建
は
、
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
次
に
そ
の

状
況
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

祇
園
社
の
再
建
が
み
え
る
の
は
、
文
明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
の
こ
と
で
あ

る
。
次
に
あ
げ
る
史
料
が
、
祇
園
社
再
建
の
初
見
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
八
】⽝
晴
富
宿
禰
記
⽞
文
明
十
一
年
二
月
二
十
日
条

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建

一
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祇
園
宮
仕
一
臈
教
円
来
談
云
々
、
社
頭
可
𦗺有
𥿜造
営
𥾀、
誓
願
寺
建
立
之
勧

進
聖
号
𥿜十
穀

坊
主
𥾀

経
武
聞
𧿁企
之
𥾀、
明
日
先
可
𦗺立
木
屋
西
大
門

前
南
ṳ
之
由
語
𦗺之
、
見
𦗺

記
之
処
、
徳
治
三
年
八
月
廿
八
日
嵯
峨
釈
迦
堂
眉
間
放
𥿜光
明
𥾀給
、
及
𥿜

数
日
𥾀、
以
前
両
度
有
𥿜此
事
𥾀、
皆
乱
先
兆
云
々
、
頗
不
審
、
奇
特
之
端
一
、

何
及
𥿜乱
世
𥾀哉
、

右
の
史
料
か
ら
、
文
明
十
一
年
か
ら
社
頭
の
造
営
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
加
藤
氏㉑
に
よ
り
、
十
穀
聖
に
よ
る
祇
園
社
造
営
の
初
見
と
し

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
頭
造
営
を
契
機
に
、
祇
園
社
の
再
建
が
活
発
化

し
て
い
く
。
文
明
十
三
（
一
四
八
一
）
年
に
は
、
祇
園
社
の
立
柱
が
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
が
次
に
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
九
】⽝
長
興
宿
禰
記
⽞
文
明
十
三
年
六
月
五
日
条

五
日
、
戊申
晴
、
今
日
祇
園
立
柱
云
々
、
兵
乱
焼
失
之
後
、
貴
賤
勧
進
有
𥿜

造
立
沙
汰
𥾀云
々
、
不
𦗺及
𥿜日
時
定
𥾀之
儀
非
𥿜公
儀
𥾀故
哉
、（
後
略
）

右
の
史
料
か
ら
、
祇
園
社
の
立
柱
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
貴
賤
勧
進
に
よ
る
造

営
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
立
柱
は
、
柱
立
て
に
伴
う
儀
式
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
日
に
立
柱
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。し

か
し
、
着
実
に
祇
園
社
の
再
建
は
進
ん
で
い
た
。
ま
た
、
注
目
さ
れ
る
点

と
し
て
傍
線
の
部
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。⽛
日
時
定
之
儀
⽜
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

の
は
⽛
公
儀
⽜
つ
ま
り
公
の
事
柄
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
、
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
か
ら
、
祇
園
社
の
立
柱
に
幕
府
な
ど
の
権
力
が
関

与
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
祇
園
社
の
立
柱
は
、
勧
進

聖
の
活
動
に
よ
っ
て
祇
園
社
が
単
独
で
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
勧

進
聖
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
太
田
直
之
氏
に
よ
る
中
世
後
期
の
十
穀
聖
の
活
動

に
関
す
る
研
究㉒
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
勧
進
聖
の
活
動
に
は
、
公
権
力
に

よ
る
保
護
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
公
権
力
の
保
障
に
よ
っ
て
勧
進
が
円
滑
に
行

わ
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
も
と
づ
け
ば
、
勧
進
に
よ
る
祇
園

社
再
建
に
も
幕
府
の
後
援
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
乱
後
の
幕

府
は
求
心
力
が
低
下
し
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
の
後
押
し
に
な
ら
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
祇
園
社
の
再
建
が
明
応
年
間
ま
で
長
期
化
し
て
い
る
こ
と㉓

も
そ
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
幕
府
か
ら
の
具
体
的
な
援
助
が
な
か
っ
た
こ

と
は
、
祇
園
会
の
再
興
に
も
共
通
す
る
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

次
に
祇
園
社
領
の
状
況
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
祇
園
社
の
再
建
へ
向
け
た
動

き
は
、
社
殿
の
再
建
に
と
ど
ま
ら
ず
、
荘
園
の
再
編
に
関
し
て
も
動
き
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
荘
園
の
直
務
化
や
年
貢
の
催
促
で
あ
る
。
文

明
十
（
一
四
七
八
）
年
以
降
の
祇
園
社
領
に
関
係
す
る
文
書
を
ま
と
め
た
表
が

次
に
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

【
表
1
】
を
み
る
と
、
文
明
十
年
以
降
に
祇
園
社
の
再
建
と
社
領
の
再
編
が

並
行
す
る
形
で
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
例
え
ば
、
表
中
の

№
2
～
5
に
み
え
る
よ
う
に
執
行
代
が
直
接
社
領
の
管
理
を
行
お
う
と
し
て
い

る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
社
領
の
再
編
が
進
め
ら
れ

一
一
二



た
背
景
に
は
、
当
該
期
の
政
治
状
況
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

応
仁
・
文
明
の
乱
に
よ
る
影
響
で
あ
る
。
戦
乱
に
よ
る
寺
社
領
な
ど
へ
の
押
領

の
頻
発
に
よ
り
、
地
域
ご
と
の
荘
園
へ
の
支
配
力
が
低
下
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
№
6
～
8
は
、
祇
園
社
へ
の
年
貢
が
正
し
く
納
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
幕
府
の
沙
汰
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
年
貢
の
催
促

や
押
領
に
対
す
る
対
処
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

【
史
料
十
】⽛
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案㉔
⽜
長
享
元
年
八
月
二
十
一
日

祇
園
社
領
近
江
国
所
々
事
、
当
知
行
之
処
、
守
護
押
領
云
々
、
既
被
𦗺加
𥿜

退
治
𥾀之
上
者
、
早
如
𦗺元
可
𦗺被
𦗺全
𥿜領
知
𥾀之
由
、
所
𦗺被
𥿜仰
下
𥾀也
、

仍
執
達
如
𦗺件
、長

享
元
年
八
月
廿
一
日

(飯
尾
清
房
)

前
加
賀
守
判

(松
田
長
興
)

丹
後
守
判

当
社
執
行
御
房

右
の
史
料
か
ら
は
、
荘
園
の
直
務
化
へ
の
背
景
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
内
容
は
、
守
護
の
押
領
を
と
ど
め
、
こ
れ
ま
で
通
り
に
知
行
す
る
よ
う
、

幕
府
が
祇
園
社
側
に
促
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
奉
書
が
出
さ
れ
た
長
享
元
（
一
四
八
七
）
年
は
、
足
利
義
尚
が
近
江
に

出
陣
し
た
時
期㉕
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
近
江
六
角
氏
討
伐
に
伴
い
、

寺
社
領
の
押
領
を
停
止
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
乱
後
に
行
わ
れ
た
義
尚
に

よ
る
将
軍
権
威
回
復
を
目
指
す
寺
社
本
所
領
保
護
政
策㉖
が
、
祇
園
社
領
の
回
復

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建

一
一
三

【表 1 祇園社領関係文書一覧】
No. 西暦 年号 月日 内容 差出 宛所 所在 荘園名 史料番号

1

1478 文明10

9・19
年貢・諸公事、厳密沙汰 英基・元連 名主沙汰人中 近江国 山上保 1543

2 神供米退転、柿木坊代に
渡す 英基・元連 名主沙汰人中 近江国 宮河保 1555

3

9・21

押坊の族を退け執行代の
所務を全うさせる 英基・元連 名主沙汰人中 播州 廣峯社 1836

4 赤松有田をして執行代に
渡す 英基・元連 赤松有田 播州 廣峯社 1837

5 執行代をして所務を全う
させる 英基・元連 名主沙汰人中 播州 土山庄 1838

6 1479 文明11 12・27 公用京進せず、催促 堀江秀清・
太田祐正 祇園執行御房 摂津 金心寺 1525

7 1481 文明13 11・9 本役分年貢、百姓の難渋 元連・貞康 大坊主中 加州 苅野村 1630

8 1482 文明14 9・24 押妨人への成敗行われず 基弘・元連 槻橋近江守 加賀国 軽賀野保 1621

9
1484 文明16

1・16 廣峯代官職、直務に 廣峯 播州 廣峯 1839

10 3・9 土山庄代官職を預かる 吉次 宝寿院御房 播磨 土山庄 1879

11 1490 延徳 2 8・17 光徳寺の押妨、厳密沙汰 苅野百姓中 加州 1631

12 1491 延徳 3 12・23 奉行職を成就坊に知行させる 貞数・貞通 成就坊 近江国 山上保 1544

〔出典〕⽝増補 八坂神社文書⽞



を
後
押
し
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
祇
園
社
領
の
直
務
化
に
、
ど
の
程
度
祇

園
社
の
主
体
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
結
果
的
に

幕
府
の
方
針
に
関
連
す
る
形
で
、
社
領
が
回
復
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
当
該
期
の
政
治
状
況
と
密
接
に
関
わ
っ
た
形
で
、
祇
園
社
全
体
の
再
建
が

行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

本
節
で
明
ら
か
に
し
た
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
本
節
で
は
、
応
仁
・

文
明
の
乱
が
終
息
す
る
文
明
九
年
以
降
の
祇
園
社
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
乱
終
息
後
に
社
殿
の
再
建
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
祇
園
社
の
再
建
に
は
公
権
力
の
関
与
は
な
く
、
祇
園
社
独
自
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
、
そ
の
財
源
は
勧
進
聖
の
活
動
に
よ
り
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
祇
園
社
が
単
独
で
再
建
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
背
景

と
し
て
は
、
乱
に
よ
る
幕
府
の
求
心
力
の
低
下
や
諸
大
名
の
領
国
下
向㉗
が
作
用

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
祇
園
社
領
の
直
務
化
に
つ
い
て
も
言
及

し
た
。
文
明
十
年
以
降
に
は
、
各
地
の
祇
園
社
領
の
直
務
化
が
図
ら
れ
た
。
こ

う
し
た
祇
園
社
に
よ
る
直
接
支
配
の
試
み
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
失
敗
に
終
わ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
祇
園
社
が
社
領
を
再
編
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
点
は
重

要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
へ
の
直
務
支
配
へ
の
動
き
は
、
当
該
期

の
政
治
状
況
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
義
尚
の
近
江
六
角
氏
征

伐
で
あ
る
。
義
尚
は
義
満
以
来
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
親
征
を
行
い
、
将
軍
権

威
の
回
復
を
図
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
幕
府
の
基
本
政
策
で
あ
っ
た
寺
社
本
所

領
保
護
の
動
き
が
み
ら
れ
、
祇
園
社
領
に
対
し
て
も
押
領
停
止
が
命
じ
ら
れ
、

荘
園
経
営
の
回
復
を
後
押
し
し
た
。

応
仁
・
文
明
の
乱
が
終
息
し
て
間
も
な
く
祇
園
社
社
殿
の
再
建
が
始
ま
り
、

幕
府
の
資
金
援
助
も
な
く
再
建
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
祇
園
社
側
の

再
建
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

こ
う
し
た
祇
園
社
独
自
の
再
建
へ
向
け
た
活
動
は
、
明
応
年
間
に
入
っ
て
も

み
ら
れ
る
。
次
節
で
は
、
明
応
年
間
を
中
心
に
祇
園
社
と
祇
園
会
再
興
の
関
係

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

第
二
節

祇
園
社
の
再
建
と
祇
園
会
の
再
興

本
節
で
は
、
明
応
年
間
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
、
祇
園
会
の
再

興
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

明
応
年
間
の
祇
園
社
再
建
に
関
し
て
は
、
す
で
に
小
谷
氏㉘
に
よ
っ
て
検
討
さ

れ
て
い
る
。
小
谷
氏
は
、
祇
園
会
の
再
興
の
背
景
に
祇
園
社
の
再
建
が
関
係
し

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
明
応
五
（
一
四
九
六
）
年
の
祇
園
会
再
興
命
令
が

祇
園
社
の
再
建
と
歩
調
を
合
わ
し
、
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
で

あ
る
。
祇
園
社
全
体
の
動
向
を
幕
府
が
ど
の
程
度
把
握
し
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
若
干
の
疑
問
が
残
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
幕
府
が
祇
園
会
を
再
興
し
よ
う
と

し
て
い
た
点
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
祇
園
社
の
再
建
に
は
幕
府

の
関
与
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
小
谷
氏
の
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

祇
園
社
の
再
建
と
祇
園
会
の
再
興
に
関
す
る
幕
府
の
主
体
性
は
見
出
せ
な
い
よ

う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
く
視
角
と
し
て
は
、
祇
園
社
の
主
体
性
を

見
出
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
祇
園
社
側
か
ら
の
検
討

一
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を
中
心
に
祇
園
会
の
再
興
を
捉
え
直
し
て
い
く
。

祇
園
社
の
再
建
は
、
明
応
年
間
に
入
っ
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
長
期
化
し
て

い
た
。
そ
の
要
因
は
社
会
情
勢
の
混
乱
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

明
応
年
間
に
は
社
殿
の
造
営
も
完
成
に
向
か
っ
て
い
た
。
明
応
元
（
一
四
九

二
）
年
に
は
、
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
史
料
が
永
正
十

五
（
一
五
一
八
）
年
に
宝
寿
院
の
侍
分
を
務
め
て
い
た
一
族
の
山
本
顕
吉㉙
に
よ

っ
て
記
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。

【
史
料
十
一
】⽛
祇
園
社
雑
々
日
記㉚
⽜
永
正
十
五
年
五
月
二
十
八
日
条

𦂪
(1
)

当
社
御
遷
宮
、
明
応
元
年
壬子
十
一
月
十
八
日
寅
剋
、
役
人
之
事
、
執
行

顕
重
出
仕
、
代
分
ニ
竹
坊
深
春
、
御
神
体
ヲ
イ
タ
キ
被
𦗺申
、
一
ノ
承

仕
ヲ
ソ
ヘ
ラ
ル
ヽ
、
御
輿
ニ
ハ
一
二
ノ
承
仕
前
ニ
ま
い
る
、
三
ノ
承
仕

御
後
ヲ
か
き
申
、
神
幸
ノ
前
ニ
ハ
、
深
春
灑
水
ヲ
持
テ
御
供
、
其
次
ニ

宮
仕
ノ
兄
部
教
円
御
幣
ヲ
持
テ
御
供
申
、
左
ノ
脇
ニ
宮
仕
・
二
和
尚
教

乗
御

ヲ
持
テ
御
供
申
、
其
外
宮
仕
左
右
ト
御
ア
ト
ニ
榊
ヲ
さ
し
か
さ

し
て
御
供
申
、
其
ア
ト
ニ
執
行
顕
重
、
其
外
社
僧
皆
々
御
供
申
さ
る
間
、

片
端
屋
ノ
者
御
供
可
𦗺申
由
そ
せ
う
申
ト
い
へ
共
、
為
𥿜中
古
ノ
神
人
𥾀

之
上
者
、
神
幸
ノ
道
ア
ラ
コ
モ
ノ
上
へ
ハ
不
𦗺可
𦗺叶
之
由
、
一
社
々
人

ト
シ
テ
申
間
、
其
役
ナ
キ
上
ハ
被
𦗺留
𦗺之
了
、
片
端
そ
せ
う
ニ
よ
り
専

当
御
供
不
𦗺申
、
無
𥿜其
謂
𥾀云
々
、
一
和
尚
播
磨
計
御
供
申
也
、
御
殿

内
々
陣
ノ
御
棚
ノ
キ
ハ
よ
り
拝
堂
マ
テ
階
ヲ
か
け
て
神
事
ア
リ
、
階
ノ

上
ニ
ハ
コ
モ
ヲ
シ
キ
、
其
上
ニ
布
ヲ
シ
ク
也
、
ウ
ツ
シ
殿
ハ
ス
キ
ラ
ウ

也
、
西
ノ
脇
ヨ
リ
神
幸
ア
リ
、
道
ス
カ
ラ
ア
ラ
コ
モ
ヲ
敷
、
両
方
ニ
ハ

ア
ラ
垣
ヲ
カ
マ
へ
、
マ
ク
ヲ
ハ
リ
、
其
内
ニ
シ
メ
ヲ
引
也
、
ア
ラ
垣
マ

ク
コ
モ
ハ
宮
仕
ノ
得
分
タ
ル
処
ニ
、
(2
)

十
穀
諸
人
ノ
以
𥿜勧
進
𥾀造
営
ノ
間
、

可
𦗺入
𥿜奉
加
𥾀之
由
申
テ
、
十
穀
徳
阿
ミ
方
へ
取
𦗺之

𦂪
御
煙
上
ノ
時
、
宝
塔
へ
御
遷
座
、
其
後
カ
リ
殿
へ
御
遷
座
、
其
後
ス
キ

ラ
ウ
カ
リ
殿
へ
御
遷
座
ニ
テ
、
(3
)

御
座
ノ
□
モ
シ
メ
マ
ン
マ
ク
宮
仕
ノ
役

タ
ル
処
ニ
、
今
度
御
座
ノ
コ
モ
御
階
ノ
コ
モ
、
承
仕
敷
候
、
よ
ろ
つ
執

行
ノ
下
知
先
規
ヲ
ミ
タ
ル
間
、
神
不
𦗺請
𥿜非
例
𥾀謂
か
、
御
房
ノ
シ
ウ

ト
メ
殿
戸
板
ノ
四
郎
ノ
母
儀
、
則
十
八
日
ニ
死
去
、
其
後
馬
ニ
薬
ケ
ア

リ
、
若
子
御
乳
人
口
コ
モ
リ
テ
物
も
申
さ
れ
す
、
色
々
さ
と
し
お
ほ
し

𦂪
十
八
日
ヨ
リ
廿
四
日
マ
テ
一
七
日
、
顕
重
社
頭
西
ノ
間
ニ
参
籠
、
先
規

ノ
例
云
々
、

𦂪
猶
以
、
社
頭
御
タ
ヽ
リ
ヤ
マ
ス
シ
テ
、
終
ニ
次
年
後
四
月
十
八
日
夜
、

顕
重
死
去
、
色
々
加
持
ア
リ
テ
、
不
思
儀
ノ
し
る
し
多
𦗺之
、

𦂪
(4
)

か
り
殿
へ
御
遷
宮
ノ
時
ハ
宮
仕
へ
参
貫
下
行
、
精
進
料
也
、
承
仕
方
へ

弐
貫
文
也
、
其
外
ハ
何
モ
も
下
行
ナ
シ
、
(5
)

今
度
御
遷
宮
ニ
下
行
事
、
社

僧
中
へ
五
貫
文
、
承
仕
三
人
ニ
参
貫
文
、
宮
仕
へ
参
貫
文
也
、
然
間
、

別
而
宮
仕
へ
ハ
一
か
と
下
行
あ
る
へ
き
之
処
ニ
如
𦗺此
之
儀
、
言
語
道

断
之
由
訴
訟
申
処
、
追
而
可
𦗺有
𥿜下
行
𥾀之
由
請
取
ア
リ
、
程
な
く
死

去
之
間
不
𦗺及
𥿜是
非
𥾀候

𦂪
(6
)

公
方
ヨ
リ
御
遷
宮
ノ
時
者
過
分
御
訪
在
𦗺之
、
今
度
時
宜
聊
爾
依
𥿜無

極
𥾀、
当
執
行
顕
重
法
印
被
𦗺蒙
𥿜御
罰
𥾀者
歟
、
無
𦗺程
死
去
也
（
後
略
）

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建

一
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右
の
史
料
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
中
の
仮
社
造
営
、
明
応
年
間
の
遷
宮
に
つ

い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
明
応
元
年
の
遷
宮
に
か
か
わ
る
費
用
の
下

行
の
状
況
が
記
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
で
注
目
し
た
い
の
は
、
明
応
元
年
の
遷
宮
に
関
す
る
状
況
で
あ
る
。

史
料
中
の
（
1
）
に
み
え
る
⽛
当
社
御
遷
宮
⽜
か
ら
明
応
元
年
に
遷
宮
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
（
6
）
か
ら
遷
宮
の
際
に
⽛
公
方
⽜
つ

ま
り
将
軍
か
ら
の
⽛
御
訪
⽜
の
存
在
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
小
谷
氏㉛
が
指
摘
し
て
い
る
。
小
谷
氏
は
、
明
応
元
年
の
遷
宮
の
際
に
将
軍
か

ら
の
御
訪
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
遷
宮
へ
の
幕
府
に
よ
る
関
与
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
将
軍
か
ら
の
⽛
御
訪
⽜
の
有
無
に
つ

い
て
は
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、（
1
）
と
（
6
）
を

合
わ
せ
て
み
る
と
、
明
応
元
年
に
⽛
御
訪
⽜
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、（
2
）
を
み
て
み
る
と
造
営
が
勧
進
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
祇
園
社
の
造
営
は
、
幕
府
の
資
金
援
助
が
な
く
、
勧

進
聖
に
よ
る
活
動
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、

執
行
顕
重
に
よ
る
下
知
で
あ
る
。
そ
の
下
知
と
は
（
3
）
に
み
ら
れ
る
部
分
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
は
宮
仕
が
担
う
幔
幕
の
役
を
、
顕
重
が
承
仕
に
下
知

を
下
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
⽛
先
規
ヲ
ミ
タ
ル
⽜
行
為
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
顕
重
は
遷
宮
の
費
用
下
行
の
問
題
も
起
こ
し
て
い
た
。

（
4
）
で
は
、
仮
社
へ
の
遷
宮
の
際
の
下
行
に
関
す
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、（
4
）
の
よ
う
な
下
行
が
行
わ
れ
る
は
ず
が
、⽛
如
此
之
儀
⽜

つ
ま
り
（
5
）
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
遷
宮
の
下
行
も
、
宮
仕
へ
の

対
応
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
顕
重
の
一
件
は
、
顕
重
の
死
に
よ
り
、

⽛
不
及
是
非
⽜
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
明
応
元
年
の
遷
宮
に
は
、
執
行
顕
重
が
引
き
起
こ

し
た
多
く
の
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
将
軍
か
ら
御
訪
が
出
さ
れ

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
よ
っ
て
（
6
）
の
御
訪
は
通
常
で
あ
れ
ば
、
出
さ

れ
て
い
た
も
の
が
当
該
期
に
は
出
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
顕
重
の
失
態
が
御
訪
の
有
無
に
影
響
し
て
い
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、

幕
府
に
よ
る
関
与
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

顕
重
が
起
こ
し
た
問
題
に
よ
る
幕
府
と
祇
園
社
の
関
係
悪
化
を
危
惧
し
た
祇

園
社
に
よ
り
、
明
応
三
年
の
祇
園
会
再
興
に
関
す
る
託
宣㉜
が
出
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
こ
の
託
宣
に
関
し
て
は
、
早
島
氏
に
よ
る
指
摘㉝
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
社
会
不
安
の
広
が
り
か
ら
く
る
御
霊
信
仰
と
の
関
連
で
あ
る
。

御
霊
信
仰
の
広
が
り
を
利
用
し
、
祇
園
社
が
祇
園
会
の
再
興
を
画
策
し
た
形
が

託
宣
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
早
島
氏
の
指
摘
は
、
祇
園
会
の
再
興
に

祇
園
社
の
働
き
か
け
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
重
要
で
あ

る
。
本
稿
も
祇
園
社
側
か
ら
の
視
点
で
検
討
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
社
会
状

況
の
変
化
に
加
え
、
祇
園
社
内
部
の
問
題
が
関
係
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

【
史
料
十
一
】
を
み
て
み
る
と
、
顕
重
は
明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
四
月
十

八
日
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
託
宣
は
、
明
応
三
年
七
月
十
四
日
に

出
さ
れ
て
お
り
、
顕
重
の
後
の
執
行
で
あ
る
玉
寿
の
時
期
に
出
さ
れ
て
い
た㉞
。

明
応
三
年
に
託
宣
が
出
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
河
内
氏㉟
や
早
島
氏
は
明
応
三
年

一
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に
集
中
し
て
起
こ
っ
た
火
事
を
あ
げ
て
い
る
が
、
社
会
不
安
と
い
う
状
況
以
上

に
当
時
の
政
治
状
況
と
祇
園
社
の
立
場
が
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明

応
二
年
に
明
応
の
政
変
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
細
川
政
元
に
よ
り
、

将
軍
が
義
稙
（
義
材
、
義
尹
、
本
稿
で
は
義
稙
と
表
記
す
る
）
か
ら
義
澄
（
清
晃
、

義
遐
、
本
稿
で
は
義
澄
と
表
記
す
る
）
に
挿
げ
替
え
ら
れ
た
。
ま
さ
し
く
祇
園
会

再
興
に
関
わ
る
託
宣
が
出
さ
れ
た
前
年
に
、
新
た
に
将
軍
と
し
て
義
澄
が
擁
立

さ
れ
た
歴
史
的
な
政
変
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
早
島
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
託
宣
に
祇
園
社
の
意
図
が
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
中
央
政
権
へ
の
接

近
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
祇
園
会
の
再
興

を
介
し
て
、
祇
園
社
の
立
場
の
保
障
を
求
め
る
動
き
で
あ
る
。
新
た
な
政
権
が

樹
立
さ
れ
た
時
期
と
近
い
こ
と
は
、
政
治
的
状
況
が
深
く
関
係
し
て
い
た
と
判

断
で
き
る
。
ま
た
、
遷
宮
記
録
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
祇
園
社
内
部
の
問
題
と

も
関
係
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
そ
の
後
の
祇
園
会
再
興
ま
で
の
過
程
を
み

れ
ば
、
自
ず
と
幕
府
と
祇
園
社
の
関
係
構
築
の
様
相
が
み
ら
れ
る
。

【
史
料
十
二
】⽛
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案㊱
⽜
明
応
五
年
閏
二
月
十
三
日

祇
園
社
左
方
大
政
所
事
、
近
日
修
造
云
々
、
尤
以
神
妙
、
次
祭
礼
之
儀
、

及
𥿜三
十
余
年
𥾀、
退
転
之
条
、
且
叵
𦗺測
𥿜神
慮
𥾀者
歟
、
所
詮
、
令
𦗺勧
𧿁進

所
々
𥾀、
造
𧿁立
神
輿
𥾀、
被
𦗺再
𧿁興
祇
園
会
𥾀者
、
弥
可
𦗺為
𥿜神
忠
𥾀之
由
、

所
𦗺被
𥿜仰
下
𥾀也
、
仍
執
達
如
𦗺件
、

明
応
五
年
閏
二
月
十
三
日

(飯
尾
種
貞
)

筑
前
守
在
判

(諏
訪
貞
通
)

前
信
濃
守
在
判

十
穀
聖
縁
實
房

こ
の
史
料
は
、
し
ば
し
ば
幕
府
に
よ
る
再
興
命
令
の
初
見
史
料
と
し
て
引
用

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
の
箇
所
で
あ
る
。
す
で
に

幕
府
に
よ
っ
て
、
御
旅
所
の
修
造
に
関
す
る
情
報
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る㊲
。

そ
の
背
景
に
祇
園
社
と
幕
府
の
や
り
取
り
が
想
定
で
き
よ
う
。【
史
料
十
二
】

に
み
ら
れ
る
動
き
に
関
連
す
る
史
料
が
次
に
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
十
三
】⽛
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書㊳
⽜
明
応
五
年
七
月
二
十
二
日

去
十
九
日
於
𥿜当
社
𥾀風
流
時
、
(伊
勢
貞
宗
)

伊
勢
守
被
官
与
𥿜社
人
𥾀及
𥿜喧
嘩
𥾀之
処
、

彼
被
官
人
被
𦗺疵
、
剰
令
𥿜死
去
𥾀云
々
、
言
語
道
断
之
次
第
也
、
所
詮
、

本
人
現
形
之
上
者
、
任
𥿜御
法
𥾀可
𦗺被
𦗺致
𥿜其
沙
汰
𥾀、
若
有
𥿜難
渋
之
儀
𥾀

者
、
可
𦗺為
𥿜許
容
𥾀之
条
、
一
段
可
𦗺有
𥿜御
成
敗
𥾀之
由
、
被
𥿜仰
出
𥾀候
也
、

仍
執
達
如
𦗺件
、

明
応
五

七
月
廿
二
日

(飯
尾
)

清
房
（
花
押
）

(松
田
)

頼
亮
（
花
押
）

祇
園
社
執
行
御
房

右
の
史
料
か
ら
は
、
七
月
十
九
日
に
祇
園
社
境
内
で
風
流
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
傍
線
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
伊
勢
氏
の
被
官

と
社
人
と
の
喧
嘩
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
伊
勢
貞
宗
が
義
澄
の
後
見
役
的
な

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
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立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
伊
勢
氏
被
官
が
風
流
の
場
に
い
た
こ
と

は
、
武
家
も
含
む
大
規
模
な
風
流
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
祇

園
社
内
で
の
風
流
に
幕
府
が
協
力
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

時
点
で
、
幕
府
と
祇
園
社
の
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、

そ
の
後
の
祇
園
会
の
再
興
が
、
幕
府
と
祇
園
社
の
関
係
を
も
と
に
推
し
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
明
応
五
年
か
ら
み
ら
れ
る
祇
園
会
再
興
に
関
す
る
一
連

の
奉
書
群㊴
を
も
と
に
祇
園
会
再
興
を
幕
府
に
よ
る
政
策
と
し
て
評
価
し
て
い
た㊵
。

し
か
し
、
幕
府
に
よ
る
関
与
の
背
景
に
は
、
明
応
年
間
に
み
ら
れ
た
幕
府
に

対
す
る
祇
園
社
の
接
近
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
関
係
を
も
と
に
祇
園
会
再
興
へ
と

動
き
出
し
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
祇
園
会
の
再
興
が
幕
府
に
よ
る
政
策
の
み
で
祇
園
会
の
再
興
を

明
ら
か
に
で
き
ず
、
祇
園
会
再
興
ま
で
の
過
程
に
は
、
祇
園
社
の
意
図
も
考
え

合
わ
せ
る
必
要
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
文
明
年
間
か
ら
明
応
年
間
ま
で
の
祇
園
社
の
動
向
を
概
観
し
、

祇
園
会
再
興
に
お
け
る
祇
園
社
の
立
場
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
す
で
に
祇
園
社

再
建
と
祇
園
会
の
再
興
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
具

体
的
な
実
態
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
の
検
討
に
よ
り
、
祇
園
社
再
建
の
具
体
的
な
状
況
と
祇
園
会
再
興
ま
で

の
過
程
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
思
う
。

以
下
、
本
稿
で
指
摘
し
た
事
柄
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
く
。
ま
ず
、
第
一
章

で
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
期
に
お
け
る
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

こ
の
時
期
の
祇
園
社
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
祇
園
会
の
中
断
の
要

因
や
乱
中
に
お
け
る
祇
園
社
と
幕
府
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
検
討
の

結
果
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
前
に
山
門
に
よ
る
訴
訟
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
祇
園
社
で
の
閉
籠
、
火
事
に
よ
る
社
殿
、
神
輿
が

焼
失
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
乱
以
前
に
起
き
た
山
門

と
祇
園
社
の
問
題
が
祇
園
会
を
中
断
に
追
い
込
ん
だ
要
因
と
し
て
指
摘
し
た
。

乱
が
勃
発
し
て
以
降
も
祇
園
社
の
動
向
は
史
料
上
か
ら
う
か
が
え
た
。
と
く

に
東
軍
方
と
の
関
係
が
緊
密
で
義
政
か
ら
の
願
文
を
は
じ
め
と
し
、
東
軍
の
陣

内
へ
の
仮
社
造
営
な
ど
、
戦
乱
中
で
あ
っ
て
も
武
家
権
力
と
関
係
を
保
持
し
よ

う
と
す
る
祇
園
社
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
二
章
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
が
終
息
し
た
時
期
を
中
心
に
検
討
し
た
。
乱

終
息
後
の
祇
園
社
の
動
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
そ
の
後
の
祇
園
会

再
興
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
明
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

文
明
十
年
以
降
に
は
、
祇
園
社
社
殿
の
再
建
並
び
に
所
領
の
直
務
化
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
祇
園
社
全
体
の
復
興
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
再
建
に
は
、
幕
府
の
関
与
は
み
ら
れ
ず
、

勧
進
活
動
を
通
し
て
祇
園
社
が
独
自
に
行
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
勧
進
聖
の
活
動
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祇
園

社
内
部
の
本
願
と
し
て
成
立
し
て
い
く
よ
う
で
、
祇
園
社
内
部
の
社
殿
な
ど
の

修
造
費
用
捻
出
に
関
わ
る
組
織
の
先
駆
け
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
明
応

一
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元
年
の
遷
宮
に
関
し
て
も
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
幕

府
に
よ
る
⽛
御
訪
⽜
は
存
在
せ
ず
、
祇
園
社
に
よ
る
勧
進
活
動
に
よ
り
賄
わ
れ

て
い
た
可
能
性
に
言
及
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
時
の
執
行
で
あ
っ
た
顕

重
が
引
き
起
こ
し
た
下
行
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
問
題
が
後
に

出
さ
れ
る
祇
園
会
再
興
の
託
宣
へ
と
つ
な
が
る
事
象
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘

し
た
。
つ
ま
り
、
下
行
の
問
題
で
幕
府
と
の
関
係
悪
化
を
危
惧
し
た
祇
園
社
が

祇
園
会
の
再
興
を
通
し
て
、
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
祇
園
社
領
の
直
務
化
に
関
し
て
は
、
義
尚
に
よ
る
六
角
征
伐
に
よ
る

寺
社
本
所
領
還
付
政
策
と
も
関
連
し
、
活
発
に
祇
園
社
領
に
関
わ
る
押
領
停
止

な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
祇
園
社
全
体
の
再
建
に

関
わ
る
事
柄
は
、
文
明
年
間
に
み
ら
れ
た
幕
府
と
の
関
係
保
持
が
前
提
に
あ
っ

た
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
を
も
と
に
祇
園
社
が
再
建
に
関
わ
る
諸

活
動
を
展
開
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
明
応
年
間
の
幕
府
が
祇
園
会
を
再
興
す
る
よ
う
指
示
し
た
文
書
に
関

し
て
も
捉
え
な
お
し
た
。
祇
園
社
再
建
に
伴
う
風
流
興
行
に
幕
府
が
関
係
し
て

い
た
こ
と
、
幕
府
か
ら
の
奉
書
に
御
旅
所
修
造
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
。
そ
こ
か
ら
文
書
が
出
さ
れ
た
背
景
に
祇
園
社
と
幕
府
と
の
密
接

な
関
係
が
あ
っ
た
と
想
定
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、
幕
府
に
よ
る
祇
園
会
再
興
の

命
令
が
、
祇
園
社
と
幕
府
が
歩
調
を
合
わ
し
た
結
果
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を

指
摘
し
た
。

最
後
に
本
稿
で
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
点
を
示
し
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

本
稿
は
、
祇
園
社
の
動
向
を
中
心
に
論
じ
た
た
め
、
室
町
幕
府
や
在
京
大
名
と

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
再
興
後
の
祇
園
会
が

ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
再
興
以
前
と
以
後
の
段
階
差
な
ど
に

つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
。

近
年
、
明
応
の
政
変
に
対
す
る
新
た
な
評
価㊶
や
戦
国
期
室
町
幕
府
の
研
究㊷
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
今
谷
明
氏㊸
が
指
摘
し
た
⽛
京
兆
専
制
⽜
と
い
う
評
価

に
対
し
て
も
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
段
階
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
戦
国
期
の
政

治
状
況
の
評
価
に
対
す
る
見
直
し
は
、
少
な
か
ら
ず
祇
園
会
再
興
の
評
価
に
対

し
て
も
影
響
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
祇
園
会
の
再
興
主
体
が
幕
府
権
力
の
衰
退
、

細
川
政
元
の
台
頭
と
い
う
視
角
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら㊹
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
幕
府
な
ど
の
武
家
政
権
と
の
関
係
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
戦
国
期
祇
園
会
の
研
究
は
、
専
ら
室
町
期
祇
園
会
と
幕
府
の
関
係
を

基
軸
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
比
較
的
安
定
し
て
い
た
室
町
期
の

祇
園
会
と
戦
国
期
の
祇
園
会
と
で
は
、
当
然
祭
礼
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
み
ら

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
公
権
力
と
祇
園
会
の
関
係
に
つ
い
て
も
段
階
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
室
町
幕
府
や
在
京
大
名
な
ど
の
武
家
勢
力
と
祇
園
会

の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

註①

河
内
将
芳
⽛
戦
国
期
祇
園
会
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
⽜（
同
⽝
中
世
京
都
の

都
市
と
宗
教
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
原
版
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇

〇
二
年
）。

②

早
島
大
祐
⽛
応
仁
の
乱
後
の
復
興
過
程
ᴷ
祇
園
会
と
町
・
寄
町
ᴷ
⽜（
同

⽝
首
都
の
経
済
と
室
町
幕
府
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建

一
一
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③

加
藤
基
樹
⽛
祇
園
社
本
願
の
基
礎
的
研
究
ᴷ
本
願
と
そ
の
組
織
ᴷ
⽜（
豊
島

修
・
木
場
明
志
編
⽝
寺
社
造
営
勧
進
本
願
職
の
研
究
⽞
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一

〇
年
）。

④

小
谷
量
子
⽛
祇
園
会
再
興
と
足
利
義
澄
ᴷ
歴
博
甲
本
洛
中
洛
外
図
Ẓ
風
に
な

ぜ
祇
園
会
は
描
か
れ
た
の
か
ᴷ
⽜（⽝
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

要
⽞
二
二
、
二
〇
一
六
年
）。

⑤
⽝
後
法
興
院
記
⽞（
増
補
史
料
大
成
）。

⑥
⽝
後
法
興
院
記
⽞（
増
補
史
料
大
成
）。

⑦

文
正
元
年
十
二
月
十
九
日
条
。

⑧

下
坂
守
⽛
坂
本
の
馬
借
と
土
一
揆
ᴷ
⽛
王
法
仏
法
相
依
論
⽜
の
呪
縛
か
ら
の

解
放
ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初

出
二
〇
一
三
年
）。

⑨
⽝
親
長
卿
記
⽞
文
正
元
年
十
二
月
十
二
日
条
。

⑩
⽝
増
補
八
坂
神
社
文
書
⽞
下
巻
二
、
五
四
号
。

⑪
⽛
醍
醐
寺
雑
記
⽜（⽝
大
日
本
史
料
⽞
八
編
之
三
）。

⑫
⽝
大
日
本
史
料
⽞
八
編
之
三
。

⑬
⽝
増
補
八
坂
神
社
文
書
⽞
二
二
〇
五
。

⑭

増
補
史
料
大
成
⽝
八
坂
神
社
記
録
⽞
三
、
二
〇
六
頁
。
本
史
料
中
の
重
連
は

⽝
室
町
幕
府
文
書
集
成
⽞
上
、
八
四
六
号
文
書
で
は
姓
不
詳
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
同
文
書
中
で
重
連
と
署
判
を
加
え
て
い
る
飯
尾
為
脩
の
人
物
比
定
を

行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
七
七
八
号
文
書
で
為
脩
が
義
視
方
の
奉
行
人
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
よ
っ
て
、
重
連
も
西
軍
方
の
奉
行
人
で
あ
っ
た
と
比

定
し
た
。

⑮
⽛
宗
賢
卿
記
⽜（⽝
大
日
本
史
料
⽞
第
八
編
之
四
）
文
明
三
年
閏
八
月
七
日
条
。

⑯

下
坂
守
⽛
強
訴
と
幕
府
⽜（
同
⽝
京
を
支
配
す
る
山
法
師
た
ち
⽞
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

⑰
⽛
後
慈
眼
院
殿
御
記
⽜（⽝
図
書
寮
叢
刊
九
条
歴
世
記
録
⽞
二
）
明
応
三
年
八

月
十
四
日
条
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
島
註
2
前
掲
論
文
の
中
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

⑱

下
坂
守
⽛
応
仁
の
乱
と
京
都
ᴷ
室
町
幕
府
の
役
銭
と
山
門
の
馬
上
役
の
変
質

を
め
ぐ
っ
て
ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
ᴷ
衆
徒
と
馬
借
・
神
人
・
河

原
者
ᴷ
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。

⑲

下
坂
註
18
前
掲
論
文
。

⑳

瀬
田
勝
哉
⽛
中
世
祇
園
会
の
一
考
察
ᴷ
馬
上
役
制
を
め
ぐ
っ
て
⽜（
同
⽝
洛

中
洛
外
の
群
像
ᴷ
失
わ
れ
た
中
世
京
都
へ
ᴷ
⽞
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年
、
原
版

一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）。
ま
た
、
日
吉
小
五
月
会
馬
上
役
と
祇
園

会
馬
上
役
の
関
係
に
つ
い
て
は
下
坂
守
⽛
延
暦
寺
大
衆
と
日
吉
小
五
月
会
（
そ

の
一
）
ᴷ
馬
上
方
一
衆
出
現
の
契
機
ᴷ
⽜⽛
延
暦
寺
大
衆
と
日
吉
小
五
月
会

（
そ
の
二
）
ᴷ
室
町
幕
府
の
対
大
衆
政
策
ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
⽞

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）。

㉑

加
藤
註
3
前
掲
論
文
。

㉒

太
田
直
之
⽛
中
世
後
期
の
勧
進
と
十
穀
聖
⽜（
同
⽝
中
世
の
社
寺
と
信
仰
ᴷ

勧
進
と
勧
進
聖
の
時
代
ᴷ
⽞
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）。

㉓

小
谷
註
4
前
掲
論
文
。

㉔

増
補
史
料
大
成
⽝
八
坂
神
社
記
録
⽞
四
、
五
〇
五
頁
。

㉕

足
利
義
尚
の
動
向
に
つ
い
て
は
石
原
比
伊
呂
⽛
第
九
代
足
利
義
尚
ᴷ
独
り

立
ち
へ
の
苦
悶
⽜（
榎
原
雅
治
・
清
水
克
行
編
⽝
室
町
幕
府
将
軍
列
伝
⽞
戎
光

祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

㉖
⽝
親
長
卿
記
⽞
文
明
七
年
八
月
七
日
条
、⽝
蔭
凉
軒
日
録
⽞
長
享
元
年
七
月
二

十
三
日
条
な
ど
か
ら
六
角
氏
に
よ
る
寺
社
領
、
義
尚
近
臣
の
所
領
へ
の
押
領
が

頻
発
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
押
領
を
受
け
た
側
か
ら
幕
府
に
対
す
る

訴
え
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

㉗

木
下
昌
規
⽛
戦
国
期
侍
所
の
基
礎
的
研
究
ᴷ
開
闔
の
活
動
を
中
心
と
し
て

ᴷ
⽜（
同
⽝
戦
国
期
足
利
将
軍
家
の
権
力
構
造
⽞
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
、

初
出
二
〇
〇
六
年
）。

㉘

小
谷
註
4
前
掲
論
文
。

㉙
⽝
新
編
八
坂
神
社
記
録
⽞
八
三
七
頁
。

㉚
⽝
新
編
八
坂
神
社
記
録
⽞
四
六
頁
。
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㉛

小
谷
註
4
前
掲
論
文
。

㉜

註
17
前
掲
史
料
。

㉝

早
島
註
2
前
掲
論
文
。

㉞

こ
の
時
期
に
玉
寿
が
執
行
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、⽛
社
務
執
行
顕
重
執
行

職
等
譲
状
案
⽜（⽝
八
坂
神
社
記
録
⽞
四
、
四
二
六
頁
）
を
参
照
。

㉟

河
内
将
芳
⽛
戦
国
期
祇
園
会
の
再
興
と
恠
異
ᴷ
⽛
中
京
火
事
⽜
と
⽛
三
十
三

箇
年
⽜
を
中
心
に
ᴷ
⽜（
同
⽝
祇
園
祭
の
中
世
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
、

初
出
二
〇
〇
五
年
）。

㊱
⽝
増
補
八
坂
神
社
文
書
⽞
七
〇
九
号
。

㊲

早
島
氏
は
、
註
2
前
掲
論
文
の
中
で
左
方
大
政
所
神
主
側
か
ら
の
働
き
か
け

を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
神
主
側
か
ら
の
申
し
出
以
前
に
神
主
側
と
幕

府
の
祇
園
会
再
興
に
関
す
る
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
す
る
。

㊳
⽝
増
補
八
坂
神
社
文
書
⽞
二
〇
七
号
。

㊴

明
応
五
年
閏
二
月
十
三
日
付
⽛
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
⽜（⽝
増
補

八
坂
神
社
文
書
⽞
七
〇
九
号
）、
明
応
六
年
五
月
十
六
日
付
⽛
室
町
幕
府
奉
行

人
連
署
奉
書
⽜（⽝
増
補
八
坂
神
社
記
録
⽞）、
明
応
九
年
五
月
十
八
日
付
⽛
室

町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
⽜（⽝
増
補
八
坂
神
社
文
書
⽞
二
五
〇
号
）
な
ど
。

㊵

河
内
註
1
前
掲
論
文
。

㊶

浜
口
誠
至
⽝
在
京
大
名
細
川
京
兆
家
の
政
治
史
的
研
究
⽞（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
四
年
）。

㊷

山
田
康
弘
⽝
戦
国
期
室
町
幕
府
と
将
軍
⽞（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

㊸

今
谷
明
⽛
京
兆
専
制
ᴷ
後
期
幕
府
の
権
力
構
造
ᴷ
⽜（
同
⽝
室
町
幕
府
解
体

過
程
の
研
究
⽞
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）。

㊹

河
内
将
芳
⽛
戦
国
期
祇
園
会
と
室
町
幕
府
ᴷ
⽛
見
物
⽜
を
め
ぐ
っ
て
ᴷ
⽜

（
同
⽝
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
原
版
二
〇

〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
、
一
二
九
頁
）。

【
参
考
文
献
】

石
原
比
伊
呂
⽛
第
九
代
足
利
義
尚
ᴷ
独
り
立
ち
へ
の
苦
悶
ᴷ
⽜（
榎
原
雅
治
・
清

水
克
行
編
⽝
室
町
幕
府
将
軍
列
伝
⽞
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
）。

今
谷
明
⽛
京
兆
専
制
ᴷ
後
期
幕
府
の
権
力
構
造
ᴷ
⽜（
同
⽝
室
町
幕
府
解
体
過
程

の
研
究
⽞
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）。

太
田
直
之
⽛
中
世
後
期
の
勧
進
と
十
穀
聖
⽜（
同
⽝
中
世
の
社
寺
と
信
仰
ᴷ
勧
進

と
勧
進
聖
の
時
代
ᴷ
⽞
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）。

加
藤
基
樹
⽛
祇
園
社
本
願
の
基
礎
的
研
究
ᴷ
本
願
と
そ
の
組
織
ᴷ
⽜（
豊
島
修
・

木
場
明
志
編
⽝
寺
社
造
営
勧
進
本
願
職
の
研
究
⽞
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
〇

年
）。

河
内
将
芳
⽛
戦
国
期
祇
園
会
の
再
興
と
恠
異
ᴷ
⽛
中
京
火
事
⽜
と
⽛
三
十
三
箇

年
⽜
を
中
心
に
ᴷ
⽜（
同
⽝
祇
園
祭
の
中
世
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
、

初
出
二
〇
〇
五
年
）。

河
内
将
芳
⽛
戦
国
期
祇
園
会
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
⽜（
同
⽝
中
世
京
都
の
都
市

と
宗
教
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
原
版
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇

二
年
）。

河
内
将
芳
⽛
戦
国
期
祇
園
会
と
室
町
幕
府
ᴷ
⽛
見
物
⽜
を
め
ぐ
っ
て
ᴷ
⽜（
同

⽝
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
原
版
二
〇
〇

六
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

木
下
昌
規
⽛
戦
国
期
侍
所
の
基
礎
的
研
究
ᴷ
開
闔
の
活
動
を
中
心
と
し
て
ᴷ
⽜

（
同
⽝
戦
国
期
足
利
将
軍
家
の
権
力
構
造
⽞
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
、
初

出
二
〇
〇
六
年
）。

小
谷
量
子
⽛
祇
園
会
再
興
と
足
利
義
澄
ᴷ
歴
博
甲
本
洛
中
洛
外
図
Ẓ
風
に
な
ぜ
祇

園
会
は
描
か
れ
た
の
か
ᴷ
⽜（⽝
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
⽞

二
二
、
二
〇
一
六
年
）。

下
坂
守
⽛
延
暦
寺
大
衆
と
日
吉
小
五
月
会
（
そ
の
一
）
ᴷ
馬
上
方
一
衆
出
現
の
契

機
ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

下
坂
守
⽛
延
暦
寺
大
衆
と
日
吉
小
五
月
会
（
そ
の
二
）
ᴷ
室
町
幕
府
の
対
大
衆
政

策
ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

下
坂
守
⽛
強
訴
と
幕
府
⽜（
同
⽝
京
を
支
配
す
る
山
法
師
た
ち
⽞
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

応
仁
・
文
明
の
乱
後
の
祇
園
社
再
建

一
二
一



下
坂
守
⽛
応
仁
の
乱
と
京
都
ᴷ
室
町
幕
府
の
役
銭
と
山
門
の
馬
上
役
の
変
質
を
め

ぐ
っ
て
ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
ᴷ
衆
徒
と
馬
借
・
神
人
・
河
原

者
ᴷ
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。

下
坂
守
⽛
坂
本
の
馬
借
と
土
一
揆
ᴷ
⽛
王
法
仏
法
相
依
論
⽜
の
呪
縛
か
ら
の
解
放

ᴷ
⽜（
同
⽝
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
⽞
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初
出

二
〇
一
三
年
）。

瀬
田
勝
哉
⽛
中
世
祇
園
会
の
一
考
察
ᴷ
馬
上
役
制
を
め
ぐ
っ
て
ᴷ
⽜（
同
⽝
洛
中

洛
外
の
群
像
ᴷ
失
わ
れ
た
中
世
京
都
へ
ᴷ
⽞
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年
、
原
版

一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）。

浜
口
誠
至
⽝
在
京
大
名
細
川
京
兆
家
の
政
治
史
的
研
究
⽞（
思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
四
年
）。

早
島
大
祐
⽛
応
仁
の
乱
後
の
復
興
過
程
ᴷ
祇
園
会
と
町
・
寄
町
ᴷ
⽜（
同
⽝
首
都

の
経
済
と
室
町
幕
府
⽞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

山
田
康
弘
⽝
戦
国
期
室
町
幕
府
と
将
軍
⽞（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

一
二
二


